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I 

はじめに 

令和 4 年 5 月に策定された「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」において、主要
道路及び観光地へのアクセス道路等については「世界水準の観光地に相応しい良好
な沿道景観の形成に重点的に取り組む」こととしております。一方で、本県の沿道
景観の現状は雑草の繁茂、害虫対応等の様々な要因による高木の不適切な剪定や周
辺環境の変化による街路樹の樹勢衰退・枯死による倒木、老木化・大径木化による
舗装破損等への対応が課題となっており、効果的・効率的な維持管理が必要となっ
ています。 

このため、令和 3 年度に有識者等による「良好な沿道景観形成のための街路樹の
あり方計画策定委員会」を設置し、良好な沿道景観形成の考え方や基本方針及び行
動計画を盛り込んだ「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」（令和 4 年 9 月公
表）を策定しました。 

 
同計画では、「良好な沿道景観形成の取組」、「街路樹維持管理ガイドラインの策定

と街路樹データベースの整備」、「道路雑草除去(道路維持管理性能規定方式の導入)」
及び「地域やボランティア･企業等と連携した取組（県民の意識醸成）」が基本方針
として定められております。 

 
本ガイドラインは、同計画の基本方針を踏まえて策定するものであり、短期的目

標である「良好な沿道景観形成」を達成するための基本的な考え方を示すととも
に、中・長期的目標である「沖縄らしい世界水準の観光地に相応しい沿道景観形
成」のための重点管理路線計画策定に当たっての指針になるものでもあります。 

 
また、県民・行政・事業者の街路樹植栽・維持管理の行動指針を冒頭に掲げ、街路

樹の植栽・維持管理に関わる行政実務担当者、造園業者及び県民等の間で共通認識を
持つための考え方を示しました。 

 
 本ガイドラインが、道路緑化に関わる多様な方たちにより十分に活用され、沖縄
の自然や歴史、伝統や文化を感じさせ、観光地として花木や草花など華やかさも演
出した適切な植栽・維持管理を進めていくことにより、“美ら島沖縄”実現のための
良好な沿道景観が形成され、次世代に継承してまいります。 
 
 

  



 

II 

県民・行政・事業者の街路樹植栽・維持管理  
行動指針 

 
 
街路樹による道路緑化にあたっては、道路機能の確保を前提としつつ、美

しい景観形成、沿道環境の保全、道路利用者の快適性の確保等、当該緑化に
求められる機能を総合的に発揮させるとともに、交通の安全、適切な維持管
理及び周辺環境との調和に留意しなければなりません。 

沖縄らしさを象徴する”街路樹”は、直接的にも間接的にも私たちの生活に
大きな影響を与え、地域と住民とを繋ぐ多様な空間機能を有しているととも
に、沖縄を訪れる方への“ウトゥイムチ（おもてなし）のこころ” を伝える
ためにも重要です。 

沖縄県では、「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」を策定（令和4
年9月公表）し、「沖縄らしい世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観
の形成」を目標に掲げました。沖縄の自然や歴史、伝統や文化を感じさせ、
観光地として花木や草花など華やかさも演出した適切な植栽・維持管理を進
めていきます。 

  そのため、行政のみならず、県民、地域、企業が一体となり、将来にわた
り良好な沿道景観を持続し、次世代にも継承していくための行動指針を次の
ように定めます。 

 
一， 街路樹を大切に思う県民の意識を醸成します 

    樹木は生き物なので成長し、季節によっては落葉・落果もしま
す。道路機能の確保を前提とし、交通の安全や維持管理に配慮した
うえで、県民一人一人が街路樹を大切に思う意識を醸成します。 

 
一， 観光立県に相応しい沿道景観を形成します 

    『世界から選ばれる持続可能な観光地』として道路景観は重要な
要素です。世界から沖縄を訪れる方へ“ウトゥイムチ（おもてなし）
のこころ” を伝える良好な沿道景観を形成します。 

 
  一， 県民、地域、企業、行政で力を合わせ、沖縄らしい沿道景観を

次世代に継承します 
県民、地域、企業、行政等が一体となって街路樹を守り育てるこ

とで将来にわたり持続的な沿道景観が形成されます。過去から受け
継がれる先人の想いを大切にし、沖縄らしい沿道景観を次世代に継
承します。 
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序章 「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」の推進と 
街路樹の捉え方 

1 「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」の推進 

(1) 「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」について 
令和４年５月に策定された「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」においては、

「世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観の形成に重点的に取り組む」ことと
している。一方で、本県の沿道景観の現状は雑草の繁茂、害虫対応等の様々な要因
による高木の不適切な剪定※や周辺環境の変化による街路樹の樹勢衰退・枯死によ
る倒木や大径木化による舗装破損等が課題となっており、効果的・効率的な維持管
理が必要となっている。  

このため、沖縄県では、令和 3 年度に有識者等による「良好な沿道景観形成のた
めの街路樹のあり方計画策定委員会」を設置し、良好な沿道景観形成の考え方や基
本方針及び行動計画を盛り込んだ「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」（以
下、「沿道景観計画」という。）を策定した（令和 4 年 9 月公表）。   

また、「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」では、「花と緑にあふれる環境づく
り」を掲げ、行政のみならず地域住民、企業等との共同による県民一体となった緑
化を推進することとしており、全島緑化事業（第 5 期計画）では、施策展開 1「花
と緑のトロピカルスポット＆トロピカルロードづくり」として沿道景観の取組を推
進している。 

さらに、沿道景観計画は、SDGｓの「８ 働きがいも経済成長も（観光産業に寄
与）」、「11 住み続けられるまちづくりを（良好な景観による住環境の向上）」、「13 
気候変動に具体的な対策を（緑化による二酸化炭素吸収効果）」、「15 陸の豊かさも
守ろう（緑化による生物多様性保全への寄与）」及び「17 パートナーシップで目標
を達成しよう（官民連携の取組）」の目標達成にも貢献するものである。 

 
 
 
 
沿道景観計画は、「沖縄らしい世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観形成を

目指す」ことを目標とし、目標の前提として「道路雑草の除去」、目標のための行動
として「道路植栽、剪定」、目標のための取組として「地域やボランティア、企業等
と連携した取組」を掲げている（図 1.1）。 
 
 
※不適切な剪定：樹木の生理生態を考慮しない過度の枝葉切除 
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 図 1.1 「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」の目標 
 

沿道景観計画の基本方針においては、「1 良好な沿道景観形成の取組」、「2 街路樹
維持管理ガイドラインの策定と街路樹データベースの整備」、「3 道路雑草除去(道路
維持管理性能規定方式の導入)」および「4 県民の意識醸成」を示すとともに、行動
計画（計画を具体化するためのシナリオ）を示している（図 1.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2 「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」の基本方針 
 

沿道景観計画の取組の進め方として、まずは、「現在の状態」から「【短期的目標】
良好な沿道景観形成」を目指し、次に、「【中・長期的目標】沖縄らしい世界水準の観
光地に相応しい沿道景観形成」の目標達成を目指すとしている（図 1.3）。短期的目標
の達成に向けては、“性能規定型道路維持管理方式の導入”、“街路樹植栽・維持管理ガ
イドラインの策定”及び“官民連携による取組”、中・長期的目標達成に向けては、“重
点管理路線計画の策定”が必要となり、計画に基づく具体的な取組を進めていく。 

【目標】沖縄らしい世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観形成を目指す 
     ※「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 基本施策 1-(1)-ウ-③花と緑    

にあふれる環境づくり」関係 

＜目標の前提＞  
道路雑草の除去・・・”全ての路線で雑草が見られない（雑草の草丈が常に低い状態で

管理されている）”  
＜目標のための行動＞ 
道路植栽、剪定・・・”周辺環境に配慮した良好で自然の樹形を常に維持” 
 
＜目標のための取組＞ 
地域やボランティアや企業等と連携した取組・・・”花と緑があふれる世界に誇れる 

沖縄らしい良好な空間の創出”
  

基 本 方 針 

行 動 計 画 
※計画を具体化する
ためのシナリオ 

1 良好な沿道景観形成の取組 
（重点管理路線（最重点管理区域）と一般管理路線 
の設定） 

2 街路樹維持管理ガイドラインの策定（R6.3 策定） 
と街路樹データベースの整備 

3 道路雑草除去（道路維持管理性能規定方式の導入） 

  4 地域やボランティア、企業等との連携した取組 
（県民の意識醸成） 
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図 1.3 「沖縄らしい世界水準の観光地に相応しい沿道景観形成」 
に向けた取組の進め方 

※現在の状態に示す「④歩道幅員等の周辺環境を踏まえた植栽、剪定となっていな
い」には、植樹桝の狭隘化や被覆化が進み、樹木の衰えや枯死が多いことも含む。 
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(2)街路樹植栽・維持管理ガイドラインについて 
沖縄県では、昭和 58 年度に策定した「沖縄県道路緑化基本計画」を平成 9 年度、

23 年度に改訂している。また、植栽後の維持管理については、平成 5 年度「沖縄県
道路植栽樹木等維持管理マニュアル」を策定している。「街路樹植栽・維持管理ガイ
ドライン」（以下、「本ガイドライン」という。）は、これらの既存計画及び沿道景観
計画を踏まえるとともに、現在発生している問題への対応指針について整理したも
のとなる（図 1.4）。沿道景観計画の基本方針において、本ガイドラインを“限られた
予算で効果的・効率的な街路樹の維持管理を行い、良好な沿道景観を持続するため
の実効性ある仕組みづくりのために策定する”ものとしている。 

本ガイドラインは、沿道景観計画の短期的目標である「良好な沿道景観形成」を達
成するための基本的な考え方を示すものであるとともに、中・長期的目標である「沖
縄らしい世界水準の観光地に相応しい沿道景観形成」のための重点管理路線計画策定
の指針にもなるものである。また、行政実務担当者、造園業者及び県民等の間で共通
認識を持つための考え方をわかりやすく示すものであり、目標達成に向けては、現状
を踏まえた段階的な対応（図 1.3（P3））とする。なお、本ガイドラインに示す、良好
な沿道景観を形成する植栽・維持管理に係る考え方や手法を着実に実行するための予
算確保に努めるとともに、従来の方法を検証しながら、効果的・効率的な維持管理手
法についても検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 1.4 「街路樹植栽・維持管理ガイドライン」の位置づけ 

 

沖縄県沿道景観向上技術 
ガイドライン（H28） 

                                                                                                                            

【重点管理路線計画の策定】
(R4〜)  

沖縄県道路植栽樹木等 
維持管理マニュアル(H5) 

    〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画(R3〜4) 

『沖縄らしい世界水準の観光地に相応し
い沿道景観形成の考え方』 
(ゾーニング毎の緑化目標像の設定等) 

「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿
道景観計画」に対する県民意見 

街路樹維持管理ガイドラインに
係る先進地事例収集 

街路樹データベースの整備(R4〜)  

沖縄県道路緑化基本計画(S58,H9)  
沖縄県道路緑化基本計画/沖縄県道路

緑化基本マニュアル(H23) 

街路樹植栽・維持管理ガイドライン(R4〜5) 
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(3)本ガイドラインと重点管理路線計画との関係 

1)重点管理路線計画（※区域ごとに計画を策定） 
重点管理路線計画については、沿道景観計画の中・長期的目標である「沖縄らしい

世界水準の観光地に相応しい沿道景観形成」を目指すために、本ガイドラインを踏ま
えながら、有識者、地域関係者、行政関係者等で構成する地域部会を開催し計画を策
定する。 

重点管理路線の中でも課題が明確であるモデル区域（道路だけではなく、その周辺
区域も含む）について、先行して良好な沿道景観形成を進めていき、評価・拡張を繰
り返しながら沿道景観を向上させていく。特に県民や観光客に印象を与える最重点管
理区域（那覇空港周辺（県道那覇空港線）、国際通り・県庁前（県道 39、42 号線））
の整備を早期に図る。 

重点管理路線の位置づけを図 1.5 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.5 管理区分（重点管理路線と一般管理路線）の設定 

 
 
  

最重点管理区域
特に県民や観光
客に印象を与え
る区域
⇒早期に整備

モデル区域
課題が明確
である区域
⇒先行して
整備

県民や観光
客に印象を
与える効果
が高いルー
ト

重点管理路線（スタンダード＋カスタム）

一般管理路線（スタンダード）

県
管
理
道
路

沿道景観計画では、県管
理道路の管理区分として、
「重点管理路線（モデル区
域、最重点管理区域）」と
「一般管理路線」を設定し
ている（表 1.1、図 1.9 参
照）。 
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2)本ガイドラインと重点管理路線計画との関係  
本ガイドラインは、沿道景観計画の短期的目標「良好な沿道景観形成」のための

基本的な考え方を示すものであり、本ガイドラインを踏まえて、重点管理路線計画
を策定する（図 1.6）。なお、本ガイドラインの構成については、沿道景観計画
（案）に対する県民意見を踏まえるとともに先進自治体の事例等を参考にしてい
る。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 1.6 ガイドラインと重点管理路線計画の関係 
  

Ⅰ 街路樹植栽・維持管理の基本的な考え
方（スタンダードの類型化） 
【ゾーニングの考え方、植栽間隔、樹高
目安、植樹桝（帯）の位置、沖縄らしい
素材や花・低木の活用、自然地域の沿道
景観、ゾーニングごとのスタンダード】 

Ⅱ 良好な沿道景観となる街路樹植栽・維
持管理手法 
①主要な植栽樹種【植栽環境に配慮した
樹種分類、芝及び地被植物による雑草抑
制等】 
②樹木の成長に配慮した植栽基盤【沖縄
の街路樹根系を踏まえた適切な植栽基盤
等】 
③剪定管理方針【良好な沿道景観形成の
ための剪定管理等】 
④管理しやすい植樹帯【植樹帯の問題
点、管理しやすい植樹帯】 
⑤点検及び問題箇所の改善【点検、問題
箇所の改善、植栽・更新時における地域
住民等との連携、その他留意事項】 
Ⅲ 病虫害対策【病虫害への対応方針】 
Ⅳ 街路樹データベースとの関係【街路樹
データベースの整備について、データベ
ースの今後の展開について】 
Ⅴ 街路樹植栽・維持管理の組織体制と地
域等との連携等【行政組織体制、官民連
携による良好な沿道景観に関する取組】 

1 モデル区域の計画策定 
(1)モデル区域の選定 
(2)モデル区域の計画策定 
 現況把握等、課題の抽出・整理、緑化
目標像の設定、修景計画の検討 
(3)基本計画図の作成 
(4)地域部会開催による合意形成 
(5)維持管理連携体制の構築 
2 最重点管理区域における計画策定 
「那覇空港周辺（県道那覇空港線）」、「国
際通り、県庁前（県道 39,42 号線）」を
対象として、上記「1.(2)〜(5)」を実施
する。 

重点管理路線（モデル区域）及び最重点
管理区域の計画策定においては、「街路樹植
栽・維持管理ガイドライン」を踏まえると
ともに、新たな道路緑化デザインである、
『①シンボル・ブランディング、②ウォー
カブルなまちづくり、③地域特性を活かし
た緑化、④グリーンインフラ』（図 1.7）の
導入も検討しつつ、有識者、地域の関係者、
行政関係者等による地域部会開催による合
意形成も図る。  

その他良好な沿道景観の効果や事例とし
て、⑤カーボンニュートラルへの貢献、⑥
無電柱化による良好な沿道景観形成、を図
1.8 に示す。 

街路樹植栽・維持管理ガイドライン 重点管理路線計画 
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シンボル・ブランディング 
（青葉通のケヤキ／宮城県仙台市） 

ウォーカブルなまちづくり 
（丸の内仲通り／東京都） 

シンボル並木として街路樹を保全・育成
し、都市空間のブランディングにより、ま
ちの魅力を高める。 
 
 
 
 
 

車中心から人中心の“居心地が良く歩きたく
なるまちなか”への転換を目的とした、既存
ストックの修復・利活用。 
 
 
 
 
 
 
 

地域特性を活かした緑化 
（イヌマキ／長崎県平戸市） 

グリーンインフラ 
（雨水貯留浸透基盤／神奈川県横浜市） 

街路樹による地域の価値向上を図るために
は、気候、文化、歴史等の地域特性による
演出が効果的である。 
 
 
 
 
 

自然環境が有する多様な機能をインフラ整
備に活用する。 
 
 
 
 
 
 

図 1.7 新たな道路緑化デザインの事例 
 

カーボンニュートラルへの貢献 
（二酸化炭素吸収） 

無電柱化による良好な沿道景観形成 
（国際通り／沖縄県那覇市） 

道路分野におけるカーボンニュートラルへ
の貢献として期待される。 
 
 
 
 
 

無電柱化により、良好な沿道景観の形成や
防災性の向上が期待できる。 
 

図 1.8 良好な沿道景観の効果や事例 

http://www.city.sendai.jp/ryokuchihozen/mes
ho100sen/ichiran/020.html 

https://www.city.sendai.jp/kukakuseri/documents
/walkable.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2019rep
ort/ar2019hp142.pdf 

https://greeninfrastructure.jp/case/yokohama_park/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsrt/47/1/4
7_149/_pdf/-char/ja 
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表 1.1 重点管理路線選定の考え方 
（「〜美ら島沖縄〜花と樹木の沿道景観計画」（沖縄県 令和 4 年 9 月）の P36 より） 

①主要なアクセス道路である、拠点（那覇空港）から世界遺産（琉球王国のグスク及び関
連遺産群）へのルートや拠点（石垣空港、宮古空港）から拠点（石垣港、下地島空港）
へのルートなど、県民や観光客に印象を与える効果が高いルートについて、委員及び市
町村等の意見を踏まえて、重点管理路線として設定した（図 1.9）。 

②今後、上記以外の観光地等を繋ぐ路線についても、県民の意向なども踏まえ、重点管理
路線に追加し、拡張を目指す。 

③重点管理路線での沿道景観形成は段階的に拡張していくこととするため、時間軸を踏ま
えたフェーズ（フェーズ 1、フェーズ 2、フェーズ 3）で対象路線を区分している（下
表）。 

※一般管理路線は、短期的目標に向けた良好な沿道景観形成の取組を継続的に行い、範囲
を拡大していく。 

 
 

取組期間 選定基準 重点管理路線 

【フェーズ 1】 
令和 4〜8 年度 

（5 ヶ年）  

①拠点（空
港、主要な
港）から世界
遺産へのルー
ト 
②拠点（同
上）から拠点
（同上）への
ルート 
③委員の意見 
④市町村等の
意見 

【北部】国道 449 号※、国道 505 号※（名護〜海洋博〜
今帰仁） 、県道 114 号線（海洋博）、県道
115 号線（今帰仁城跡） 

 

【中部】県道 6,12 号線（座喜味城跡〜真栄田岬）、県道
16,36 号線（勝連城跡）、県道宜野湾北中城線
（中城城跡）、県道 146 号線（中城城跡） 

 

【南部】県道那覇空港線（那覇空港）、県道 39 号線
（国際通り）、県道 42 号線（県庁前）、県道那
覇北中城線（泊〜首里城）、県道真地久茂地線
（識名園） など 

 

【宮古】県道平良城辺線、県道高野西里線、県道平良下
地島空港線（宮古空港〜下地島空港） 

 

【八重山】県道石垣空港線（新石垣空港〜市街地）、国
道 390 号※（市街地） 

※は県管理国道 

【フェーズ 2】 
令和 9〜13 年度

（5 ヶ年） 

①「フェーズ
1 対象路線
等」から観光
地、大型商業
施設へのルー
ト 
②市町村等の
意見 
③県民等の意
見 

 (追加候補路線の参考例) 
・県道沖縄環状線（沖縄アリーナ、イオンモールライカ
ム、サンエー具志川） 
・県道漢那松田線（宜野座村内の東海岸を見渡せる道
路） 
・県道 110 号線、県道古宇利屋我地線、県道屋我地仲宗
根線（屋我地〜古宇利〜今帰仁） 
・国道 331 号※（カヌチャ周辺及び道の駅おおぎみ周
辺） 
・県道平良城辺線、県道保良西里線、国道 390 号※（宮
古空港から東平安名崎） 
・県道石垣港伊原間線、県道川平高屋線（市街地から川
平湾公園展望台）  など  
※は県管理国道 
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図 1.9 重点管理路線の位置 
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2 街路樹の捉え方 

(1)街路樹の定義と役割（機能） 

1)街路樹の定義 
 昭和 63 年に発行された『道路緑化技術基準・同解説』によると、街路樹とは、「道
路用地の中に列状に植栽される高木をいう。」と定義されている。しかし、近年におい
ては、道路緑化が多様化していることから、必ずしも列状植栽のみではない。 
 
【補足】昭和 37 年に発行された『道路技術基準』によると、「道路の歩道もしくは分
離帯に植栽される樹木を街路樹もしくは並木といっているが、一般に、市街地内を通
過する道路上の樹木を街路樹とし、道路法においては、市街地外の道路上の樹木をも
含めて並木としている（第 7 編道路の付属施設、第 5 章街路樹（並木））。」 
 
2)街路樹の役割（機能） 
 街路樹には、大きくは、「①景観向上機能」、「②環境保全機能」、「③緑陰形成機能」、
「④交通安全機能」、「⑤防災機能」、の 5 つの役割（機能）が求められている（図 2.1）。
沿道の土地利用や環境条件によって求められる役割（機能）を発揮させるためには、
街路樹の適切な植栽や維持管理を行う必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.1 道路緑化の機能 

出典：「道路緑化技術基準・同解説」（（公社）日本道路協会 平成 28 年） 

道路緑化の機能

景観向上機能

環境保全機能

緑陰形成機能（休憩・休息・快適空間の提供）

交通安全機能

防災機能

修景機能
景観統合・調和機能
遮へい機能
地域への愛着醸成機能
生活環境保全機能
自然環境保全機能
地球温暖化緩和機能
（二酸化炭素固定機能）

遮光機能
視線誘導機能
交通分離機能

衝撃緩和機能
指標機能

飛砂・地吹雪防止機能
雪崩等防止機能
浸食防止機能
延焼防止機能
建物倒壊防止機能
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①景観向上機能 
 景観向上機能の概要を表 2.1 に示す。また、沖縄県内における景観向上機能の事例
を写真 2.1 に示す。 
 

表 2.1 景観向上機能の概要 
機能 概要 

修景機能 
固有の自然樹形・樹姿を有している樹木を道路植栽することによ
り、景観の機能を図ることができる。 

景観統合・ 
調和機能 

街路樹(並木)の道路植栽をすることにより、景観にまとまりをも
たらすとともに、道路や沿道に無秩序に立ち並んだ、看板など景
観上好ましくないものの影響を排除しながら、統一的景観を形成
することができる。また、道路とその周辺の自然との間やトンネ
ル出入口の周辺などとの間に樹木を植栽することにより、景観上
の融和を図ることができる。 

遮へい機能 
道路植栽をすることにより、外見上見苦しい場所や構造物などを
隠蔽したり、プライバシーを守るため外部から内部が見透かせな
いように視線や視界を遮蔽できる。 

地域への 
愛着醸成機能 

地域に愛され、関係の深い街路樹等により地域および街路樹への
愛着や親しみが醸成できる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修景機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観統合・調和機能 
写真 2.1 景観向上機能の事例 
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②環境保全機能 
 環境保全機能の概要を表 2.2 に示す。また、環境保全機能のイメージを図 2.2、図
2.3 及び図 2.4 に示す。 

表 2.2 環境保全機能の概要 
機能 概要 

生活環境保全機能 交通騒音低減、大気の浄化などの機能により、沿道の
人々の生活環境をすこやかに保全することができる。 

自然環境保全機能 地域性樹林・土壌による植栽をするとともに、公園緑地
や既存樹林とのネットワークにより、地球環境に配慮し
た動植物の生息・生育環境を向上させ、生物多様性の保
全に資することができる。 
また、沿道に生育する既存樹林を保全する観点から、マ
ント・ソデ植栽をすることにより、道路建設に伴い発生
する風の吹き込みや日照の入り込みによる林内の乾燥な
どを防止するとともに、自動車交通による生育環境の変
化を緩和することができる。 

地球温暖化緩和機能 
（二酸化炭素固定機能） 

大気中の二酸化炭素を吸収、固定することができる。ま
た、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 環境保全機能（生活環境保全機能）のイメージ 
出典：(社)道路緑化保全協会作成パンフレット 



 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3 環境保全機能（自然環境保全機能）のイメージ 
出典：(社)道路緑化保全協会作成パンフレット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4 環境保全機能（地球温暖化緩和機能）のイメージ 
出典：(社)道路緑化保全協会作成パンフレット 
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③緑陰形成機能 
 緑陰形成機能の概要を表 2.3 に示す。また、緑陰形成機能の事例を写真 2.2 に示す。 
 

表 2.3 緑陰形成機能の概要 
機能 概要 

緑陰形成機能 

樹木の枝葉が上空を覆うキャノピー(天蓋)効果によって、
真夏の日射を遮り減暑効果を求めることができ、道路利用
者、特に高齢者に休息や活動のしやすい快適な空間を提供
することができる。また、子供たちに自然教育の場を提供
することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コバテイシによる緑陰形成 
県道宜野湾北中城線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

リュウキュウマツによる緑陰形成 
県道那覇内環状線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガジュマルによる緑陰形成 
県道那覇糸満線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イスノキによる緑陰形成 
県道那覇北中城線 

写真 2.2 緑陰形成機能の事例 
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④交通安全機能 
 交通安全機能の概要を表 2.4 に示す。また、交通安全機能の事例を写真 2.3 に示す。 
 

表 2.4 交通安全機能の概要 
機能 概要 

遮光機能 
中央分離帯や交差点などの道路植栽は、対向自動車の前照灯から
の光線を遮り、眩光を防止することができる。 

視線誘導機能 

車道の線形に沿った同一規格樹木の道路植栽は、運転者にその道
路の地形、線形などの状況をわかりやすく示し、交通の安全を図
ることができる。道路の法面の植栽は、運転者に道路の形状を広
く感じさせ、心理的圧迫感や不安を緩和することができる。 

交通分離機能 
低木や生垣などの道路植栽は、歩行者や自転車の利用者を自動車
交通から分離し、車道の横断や車道への立入りを防止することが
できる。 

指標機能 
特徴的な樹形や樹姿の高木は、独立木としての植栽で格好のラン
ドマーク(目印)となり、道路利用者に対して位置を確認させるこ
とができる。 

衝撃緩和機能 
低木等を植栽地の幅に応じて密にした道路植栽は、道路から飛び
出した車両の衝撃緩和や車両が道路敷の外へ飛び出すのを防止す
ることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通分離機能／県道石垣浅田線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視線誘導機能／県道南風原知念線 
写真 2.3 交通安全機能の事例 

  



 

16 

⑤防災機能 
防災機能の概要を表 2.5 に示す。また、防災機能の事例を写真 2.4 に示す。 

 
表 2.5 防災機能の概要 

機能 概要 

飛砂・地吹雪、潮風
防止機能 

並木や自然式植栽をすることにより風向きを変え、風速を
減衰させることにより強風を防ぐだけでなく、風により飛
んでくる土ぼこり・塩分などを防ぐことができる。 

侵食防止機能 
道路のり面等で侵食、崩落等が発生した際、それらを減衰
及び抑制することができる。 

延焼防止機能 

関東大震災や阪神・淡路大震災で見られたように、防火樹
や耐火樹などを道路植栽することにより、火災面からの熱
に対して樹木が放出する水蒸気で保護膜をつくり、放射熱
を遮断し燃焼を緩和することができる。また、樹木の存在
は火災の発生による上昇気流の動きを防ぐことができ、火
災の流れるのを阻止するとともに、飛来する火の粉を阻止
することができる。 

建物倒壊防止機能 建物の倒壊を抑制し、避難経路を確保することができる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

潮風防止機能／国道 331 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

潮風防止機能／国道 449 号 
写真 2.4 防災機能の事例 
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(2)街路樹について把握しておくべき観点 

 「道路緑化技術基準・同解説」（（公社）日本道路協会 平成 28 年）によると、“道路
緑化にあたっては、道路交通機能の確保を前提にしつつ、美しい景観形成、沿道環境
の保全、道路利用者の快適性の確保等、当該緑化に求められる機能を総合的に発揮さ
せ、もって、道路空間や地域の価値向上に資するよう努めるとともに、交通安全、適
切な維持管理及び周辺環境との調和に留意しなければならない”とある。 
 街路樹は、道路、歩道及び周辺の土地利用を含む沿道環境において、植栽・管理さ
れていることから（写真 2.5）、適切な植栽・管理をするにあたり、把握しておくべき
観点（その 1〜4）を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.5 街路樹を取り巻く沿道環境の要素 

 
【観点その 1】どのような地域に植栽されているか？ 

 都市地域（市街地、住宅地、観光地）や自然地域（農村・田園、山林、海岸、景勝
地）といった沿道タイプや周辺の土地利用により要求される緑化機能が異なることか
ら、まずは対象とする街路樹が立地している沿道タイプ及び土地利用の把握が必要と
なる（図 2.6）。その上で、沿道タイプが必要としている道路緑化機能に街路樹が適合
しているのかを確認する。 

植栽空間 
（植樹帯） 

高木 

低木 

植栽空間 
（植樹帯） 
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 表 2.6 沖縄県における沿道タイプの区分の考え方 

区分 特性等 

主な利用者※ 
住
居
者 

通
行
者 

事
業
者 

観
光
者 

買
物
客 

都
市
地
域 

市街地 商業施設 ○ ◎ ○ ◎ ◎ 
住宅地 住宅地、集落 ◎ ○ ○ ○ △ 

観光地 
世界遺産やテーマパーク等の観
光施設、空港や港等の移動拠点 △ ○ ◎ ◎ △ 

自
然
地
域 

農村・田園 農業地域 △ ○ ◎ ○ △ 
山林 森林地域 △ ○ ◎ ○ △ 
海岸 海岸 △ ○ ○ ◎ △ 
景勝地 自然公園、美しい景観 △ ○ ○ ◎ △ 

※主な利用者の関わりの度合い：◎よく利用する、○利用する、△あまり利用しない。 
 
【観点その 2】どのような道路構造か？ 

 道路空間や植栽空間が植栽されている街路樹と整合しているかを確認する（図 2.5）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5 道路空間や植栽空間との適合 
 

【観点その 3】樹木の特性（生理・生態）を理解しているか？ 

 樹木は、人間と同じ生き物で生命として成長する植物であり、建築や道路舗装など
の構造物が竣工時に完成することとは異なり、手間ひまをかけて目標樹形に育て上げ、
護っていくものである。そのため、植栽及び維持管理を行うにあたり、樹木の生理・
生態特性に対する十分な理解が必要となる。また、道路環境は、人工物による地表面
被覆、排気ガス、排熱を発生させることから、樹木の本来の生育環境である自然環境
とは異なっている。したがって、植栽地で良好な生育が期待できる樹種を選択し、そ
の樹種にとって好ましい生育環境となるように改善したうえで植栽することが求め
られる。また、植栽後は人為的な障害をできるだけ避けるように、保護することも重
要となる。 

①道路空間及び植栽空間（歩道
幅員、植樹桝・帯の幅員） ②植栽樹種の構成 

道路空間と植栽空間が植栽されている街路樹に適合しているか確認 
【参照】第 2 章 2.1 主要な植栽樹種、2.2 樹木の成長に配慮した植栽基盤 
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【観点その 4】街路樹に対する愛着・親しみが大きいか？ 
保護対象（文化財、景観重要樹木等）として指定されているか、地域住民にとって

街路樹に対する愛着・親しみが大きいか、などを確認する。 
県道名護本部線に位置する『名護のヒンプンガジュマル』は、国指定天然記念物と

して指定されている。また、街路樹に対する地域住民の愛着・親しみを確認するには、
自治会等への聞き取りが必要となる。参考までに、沖縄県環境部が実施している「美
ら島おきなわ・花と緑の名所 100 選」において、“花と緑の名所”として認定されてい
る沿道を表 2.7 に示す。“花と緑の名所”は、草花や花木及び樹林等が集団的に植栽ま
たは生育する、優れた景観等を有する土地として、県民の推薦・意見に基づき認定さ
れており、地域住民等により愛着があり、親しまれている。 

 
表 2.7 “花と緑の名所”として認定されている沿道 

№ 名所 道路 
1 首里崎山町馬場（瑞泉）通りのサガリバナ並木  那覇市道 
2 沖縄市のフクギ並木（松本団地西側線） 沖縄市道 
3 沖縄市のフクギ並木（ももやま通り） 沖縄市道 
4 ヨーンの道（リュウキュウマツ並木） 県道川平高屋線 
5 首里金城町の蘭通り（ダム通り）  那覇市道 
6 竹富町のデイゴ並木  竹富町道 
7 クワディーサー通り（名護市港区）  名護市道 
8 国道 330 号のトックリキワタ並木  国道 330 号 
9 大城さんぽ道  県道 146 号線 

 
 
 
 
 
 
 
 
首里崎山町馬場通りのサガリバナ並木 

 
 
 
 
 
 
 

ヨーンの道 
写真 2.6 “花と緑の名所”として認定されている沿道（一部） 
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第 1 章 街路樹植栽･維持管理の基本的な考え方(スタンダードの類型化) 

1.1 ゾーニングの考え方 

沖縄県は、わが国唯一の亜熱帯地域に属し、日本有数のリゾート地である一方で、
各地に優れた自然景観や特色ある歴史的・文化的要素を数多く有している。このよう
に、沖縄県の景観は、複数の異なる要素により構成されていることから、街路樹にお
いても、「沖縄県における沿道タイプの区分の考え方」等（表 2.6（P18）、図 1.1.1 及
び図 1.1.2）を踏まえて、それぞれの異なる沿道の景観タイプに応じた植栽及び維持
管理が適用される必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.1 沖縄県における沿道タイプ毎のイメージ 
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図 1.1.2 本島、宮古、八重山におけるゾーニングの考え方 
出典：国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト（https://www.gsi.go.jp/）  

「行政区域」、「海岸線」、「DID 人口集中地区」データを加工して作成 
※このゾーニングは目安とし、区分要素が複数混在している場合は、必要に応じ、道路利用

者や地域住民等の意見も踏まえて、区分を選定する。 
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1.2 植栽間隔 

(1)規則式植栽 
1)単木植栽 

規則式植栽を基本とした高木の植栽間隔は、緑陰形成を主目的とした場合、選定し
た樹種の樹冠幅に応じて、隣接する樹木の樹冠が触れ合わない程度の間隔に設定する。
対して、修景や視線誘導を主目的とした場合は、緑陰形成の植栽間隔より余裕を持た
せた間隔に設定する。目安となる樹冠分類別の植栽間隔（規則式植栽）を表 1.2.1 に
示す。 

表 1.2.1 樹冠分類別の植栽間隔（規則式植栽）の目安 
地域 目的 樹冠分類※1 間隔(L)※2 

都
市
地
域 

市街地 
住宅地 
観光地 

緑陰形成 
修  景 

大型種 10m 程度 
中型種 8m 程度 
小型種 4m 程度 

修  景 ヤシ大型種 8m 程度 
ヤシ小型種 4m 程度 

自
然
地
域 

農村、田園 
山林 
海岸 
景勝地 

修  景 
視線誘導 

大型種 10〜20m 
中型種 8〜16m 
小型種 4〜8m 

ヤシ大型種 8〜16m 
ヤシ小型種 4〜8m 

※1 樹冠とは、樹木の枝葉の広がり部分を指す。樹幹分類等については以下を参考に
されたい。 

※2 植栽間隔の目安は、「道路緑化技術基準・同解説」（（公社）日本道路協会 平成 28
年）の考え方を基本とし、他自治体の事例も踏まえて設定した。なお、本表の植栽
間隔は目安であることから、地域特性（景観、気候条件、土地利用等）に応じて適
正な植栽間隔に調整する。 

【参考：樹冠分類と樹冠幅の目安】 
用途タイプ 樹冠分類 樹冠幅等 

緑陰形成 大型種 概ね 8〜10ｍ程度 
中型種 概ね 5〜8ｍ程度 

景観形成 
小型種 概ね 3〜4ｍ程度 
ヤシ大型種 樹高 4m 以上あるいは幹直径が大きい 
ヤシ小型種 樹高が概ね 2〜4ｍ程度 

出典：「沖縄県道路緑化基本計画」（沖縄県土木建築部 平成 23 年）に一部加筆 
【参考：樹形別の枝張り(樹冠幅)と樹高との比率(W/H 比)】 

樹形タイプ 傘状型 盃状形 卵円形 玉形 円錐形 
比率 0.8〜1.2 0.5〜1.0 0.4〜0.7 0.5〜0.7 0.3〜0.7 

出典：「那覇市亜熱帯街路樹管理ガイドブック」（那覇市道路管理課 平成 25 年） 
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2)寄せ植え 
 小型種、ヤシ大型種及びヤシ小型種は、樹冠の大きさや形状から単木では緑量感に
乏しく修景効果を発揮しないと判断される場合は、3 本の寄せ植えとする。寄せ植え
単位での植栽間隔は、単木植栽より広く設けることで、緑量感と開放感を両立し、ゆ
ったりとしたリズム感のある配植とする。寄せ植え間隔の目安を図 1.2.1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樹冠分類 
植栽間隔 

L 
L1 

都市地域 自然地域 
小型種 15m 20〜40m 3m 程度 

ヤシ大型種 20m 30〜50m 3〜5m 
ヤシ小型種 15m 20〜40m 2〜4m 

※1 左右の配植は千鳥が望ましい。 
※2 2 本寄せ植えは、美観上アンバランスな構成となるため特段の理由がな

い限り避ける。 
図 1.2.1 寄せ植え間隔の目安 
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(2)自然式植栽 
自然地域等においては、農村や山林・海岸等の背景を主たる沿道景観と捉え、街路

樹を添景(風景全体の質を向上させる点的な景観構成)として位置づけ調和を図ること
も重要である。 

このため、規則式植栽以外に、自然景観への配慮（海岸や山林等の美しい景観を阻
害しない、地域環境との調和）が必要な区間として、スポット的な自然式植栽(大小の
樹木を相互に不等間隔につり合いを保って植栽する形式)の採用や、眺望の確保、また
は背部のみどりの取り込みを念頭に置いた未植栽区間の設定等、場所に応じた柔軟な
対応を検討する。自然式植栽のイメージを図 1.2.2 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2.2 自然式植栽のイメージ 
出典：沖縄県道路緑化基本計画（沖縄県 平成 23 年） 
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1.3 景観形成機能等を十分に発揮させるための樹高目安 

 景観形成機能等を十分に発揮するためには、街路樹の植栽及び維持管理において、
沿道景観としての調和を図る必要がある。道路の車線数や幅員に応じた樹高の目安を
図 1.3.1 に示す。また、表 1.2.1（P.22）に示す「樹形別の枝張り(樹冠幅)と樹高との
比率(W/H 比)」も参考とする。 
 
 
 
 
 
※ただし、中央分離帯に植栽がある場合は、その効果を認めた上で 0.5m 軽減する。 
 
 
 
 
 

図 1.3.1 景観形成機能等を十分に発揮させるための樹高目安 
出典：「道路緑化技術基準・同解説」（（公社）日本道路協会 平成 28 年） 

 
 なお、街路樹が架空線と競合している場合、架空線を優先して不自然な樹形や樹高
制限が生じている事例が多くみられる。しかし、街路樹の健全な育成や本来の緑化機
能を発揮するためにも、樹種の見直しや剪定の工夫等を検討した上で架空線と街路樹
の共存を図る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 

不自然な樹高制限 

 
 
 
 
 
 
 

架空線との共存 

写真 1.3.1 架空線による樹高制限と共存の事例 

横断面方向の緑量を、樹高を指標値 
として目安で示すと以下の基準値が 
示される。 
●樹高の指標値： 
2 車線で 7m を基本とする。 
車線増加に伴う必要増加量（上記の 
指標値に加える）を以下に示す。 
4 車線：2m 
6 車線以上：2m＋（車線数−4）／2m 
※中央分離帯に植栽がある場合はその効果 

を認めた上で 0.5m 軽減する。 

樹高 7m 

樹高 9m 

樹高 9.5m 

2 車線 

4 車線 

6 車線(+分離帯) 
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1.4 植樹桝(帯)の位置 

 樹冠タイプが特に大型である、アカギ、ガジュマル、コバテイシ、デイゴ等（表 2.1.5
参照）は、歩道の道路側への列植に適していない。大型の樹冠を持つこれらの樹種を
歩道の道路側に植栽すると、建築限界の越境、十分な植樹桝(帯)の植穴面積・幅員が
確保できないなどの問題が発生する。 

したがって、樹冠タイプが特に大型であったり、大型種かつ根系タイプが浅根性高
木（表 2.2.5（P.65））である樹種については、植樹桝(帯)の中央寄り配置やポケット
パーク、交通島等の余裕のあるスペースへの植栽を検討する（写真 1.4.1 及び写真
1.4.2）。 
 なお、植樹帯の中央寄り配置については、自転車レーンを整備する際に効果的であ
ると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホウオウボク、アカギ／県道 39 号線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホウオウボク／那覇市道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホウオウボク／浦添市道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コバテイシ／豊見城市道 
写真 1.4.1 植樹桝の中央寄り配置 
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ホルトノキ／県道真地久茂地線 

 

 

 

 

 

 

 

ソウシジュ等／県道那覇北中城線 

 

 

 

 

 

 

 

ガジュマル等／県道糸満具志頭線 

 

 

 

 

 

 

 

ヤエヤマヤシ等／県道新川白保線 

 

 

 

 

 

 

 

アコウ等／県道新川白保線 

 

 

 

 

 

 

 

リュウキュウマツ／県道那覇糸満線 

写真 1.4.2 ポケットパーク、交通島等での街路樹植栽 
 

  



 

28 

1.5 沖縄らしい素材や花・低木の活用 

 市街地や観光地等のとくに景観に配慮する必要がある区間については、樹種の選定
だけではなく、構造物や花・低木により沖縄らしさをイメージさせるような工夫も必
要である（写真 1.5.1、写真 1.5.2、写真 1.5.3 及び写真 1.5.4）。なお、低木について
は、刈込みにより花芽が切除される可能性があることから、剪定方法・時期には注意
する。なお、高木の根元近くへの植栽は、点検や維持管理の支障となることから避け
る。 
 

 

 

 

 

 

 

石垣(石灰岩)／国道 332 号 

 

 

 

 

 

 

 

石碑(石灰岩)／県道 6 号線 

 

 

 

 

 

 

 

やちむん／壺屋やちむん通り 

 

 

 

 

 

 

 

石像のシーサー／県道那覇糸満線 

 

 

 

 

 

 

 

波のイメージ(石灰岩)／県道新川白保線 

 

 

 

 

 

 

 

石垣(石灰岩)／県道新川白保線 

写真 1.5.1 沖縄らしい素材（構造物）の活用事例 
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テッポウユリなど／県道糸満具志頭線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

モヨウビユなど／県道 48 号線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベゴニアなど／県道南風原知念線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

サルビアなど／県道糸満与那原線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カンナなど／県道佐敷玉城線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガザニアなど／県道奥武山米須線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ムラサキゴテンなど／県道那覇内環状線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

インパチェンスなど／県道那覇宜野湾線 
写真 1.5.2 花・低木の活用事例① 
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マリーゴールドなど／国道 331 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ムラサキオモトなど／県道 12 号線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベゴニアなど／国道 331 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アマリリス／国道 331 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インパチェンスなど／国道 390 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

サルビアなど／県道石垣港伊原間線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロトンなど／県道 16 号線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロトンなど／東南植物楽園 
写真 1.5.3 花・低木の活用事例② 
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コバノサンダンカ／県道東風平豊見城線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

コバノサンダンカ／県道保良西里線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アイチアカ／伊豆味自然石庭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アイチアカなど／県道 114 号線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブーゲンビリア／海洋博記念公園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アカリファ／うるま市道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

センネンボク／バンナ公園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイワンレンギョウなど／県道 47 号線 
写真 1.5.4 花・低木の活用事例③  
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1.6 自然地域の沿道景観 

 自然地域に該当する山林、海岸及び景勝地の沿道景観については、道路を含む周辺
区域全体の景観の特性を捉え、街路樹が美しい海岸線や森林などの景観を阻害しない
ように不必要な植栽を避けること、また、地域の自然環境や生態系に配慮した植栽（樹
種選定、密度）となっている等を確認し、対象となる区間の良好な沿道景観を形成す
る（写真 1.6.1 及び写真 1.6.2）。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県道名護運天港線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県道富野大川線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県道石垣港伊原間線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

国道 449 号 
写真 1.6.1 自然景観を阻害しているとみられる事例  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県道具志川環状線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

国道 449 号 
写真 1.6.2 良好な沿道景観が形成されている事例 
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1.7 ゾーニング（沿道タイプ）ごとのスタンダード 

 沿道景観計画において区分したゾーニングに基づき、スタンダード（良好な沿道景
観形成／短期的目標）を類型化する（表 1.7.1）。ただし、このゾーニングは目安とし、
区分要素が複数混在している場合は、必要に応じて道路利用者や地域住民等の意見も
踏まえて、区分を選定する。なお、次ページに示すゾーニング毎の基本的な考え方や
イメージ図については、標準的な良好な沿道景観を示していることから、場所に応じ
た対応については、個別に対応する。 
 

表 1.7.1 ゾーニングの区分におけるスタンダードの類型化 

区分 特性等 
地域ごとに 
求められる 

主な緑化機能※ 

参照 
ページ 

都市地域 

市街地 ・商業施設 
・景観向上機能 
・環境保全機能 
・緑陰形成機能 
・交通安全機能 
・防災機能 

P34〜35 

住宅地 
・住宅地 
・集落 

P36〜37 

観光地 
・世界遺産やテーマパー

ク等の観光施設 
・空港や港等の移動拠点 

P38〜39 

自然地域 

農村、田園 ・農業地域 
・景観向上機能 
・環境保全機能 
・交通安全機能 
・防災機能 

P40〜41 
山林 ・森林地域 P42〜43 
海岸 ・海岸 P44〜45 

景勝地 
・自然公園 
・美しい景観 

P46〜47 

※本表で示す緑化機能は、標準的に求められる緑化機能であることから、対象とする
区間の地域特性に応じて求められる緑化機能を確認する必要がある。 

 
本ガイドラインは、沿道景観計画の短期的目標である「良好な沿道景観形成」を達

成するため基本的な考え方を示すものであるとともに、中・長期的目標である「沖縄
らしい世界水準の観光地に相応しい沿道景観形成」のための重点管理路線計画策定の
指針にもなるものである。また、重点管理路線計画においては、シンボル・ブランデ
ィング、ウォーカブルなまちづくり、地域特性を活かした緑化等の新たな道路緑化デ
ザインを導入することも検討する。  
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【ゾーニング】都市地域-市街地 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 並木としての統一美(植栽間隔、樹高、

枝張り、枝下高、枝葉の密度)を形成
することを基本とする。 

② 既存木の樹冠が込み合っている区間
の間引き、空き桝への補植を行う。 

③ 植栽間隔の不整合により緑量不足と
なっている区間は、既存木間に植栽
を追加し緑陰を確保する。 

④ 歩道幅員との不整合により緑量不足
の区間は、歩道幅員に応じた樹冠タ
イプの樹種へ変更する。 

⑤ 広幅員歩道や緑化協定による沿道民
有地の壁面後退により広い歩道空間
が確保できる場合は、車道側植栽と
中央植栽等による 2 列植栽を行う。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている樹木は、図 2.5.1 及び図
2.5.3（P81、P83）に沿って更新等を
実施する。 

② 地域性や歴史性が求められる場合は
在来樹木、熱帯イメージを強調した
い場合は熱帯樹木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)が幅員 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ
改良を検討し、改良が困難な場合は
草本及び低木の植栽が望ましい。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、張芝・草本・

低木植栽とし、性能規定型管理または
ボランティア連携による管理体制を
構築する。 

② 「1.5 沖縄らしい素材や花・低木の活
用」、「2.1(6)芝及び地被植物による雑
草抑制」に示す活用事例や植栽種を参
考に緑化材料を検討する。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：豊かな緑陰形成による良好な都市的歩道空間の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 
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【ゾーニング】都市地域-住宅地 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 並木としての統一美(植栽間隔、樹高、

枝張り、枝下高、枝葉の密度)を形成
することを基本とする。 

② 既存木の樹冠が込み合っている区間
の間引き、空き桝への補植を行う。 

③ 植栽間隔の不整合により緑量不足と
なっている区間は、既存木間に植栽
を追加し緑陰を確保する。 

④ 歩道幅員との不整合により緑量不足
の区間は、歩道幅員に応じた樹冠タ
イプの樹種へ変更する。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている樹木は、図 2.5.1 及び図
2.5.3（P81、P83）に沿って更新等を
実施する。 

② 植栽樹種は、地域住民から熱帯樹木
の植栽要望がない限り、地域性を強
調した在来樹木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定による
樹形管理を実施し、樹木本来の樹形
(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)が幅員 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ改
良を検討し、改良が困難な場合は草本
及び低木の植栽を検討する。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、張芝・草本・

低木植栽とし、性能規定型管理また
はボランティア連携による管理体制
を構築する。 

② 「1.5 沖縄らしい素材や花・低木の活
用」、「2.1(6)芝及び地被植物による雑
草抑制」に示す活用事例や植栽種を
参考に緑化材料を検討する。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：豊かな緑陰形成による良好な地域的歩道空間の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 
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【ゾーニング】都市地域-観光地 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 並木としての統一美(植栽間隔、樹高、

枝張り、枝下高、枝葉の密度)を形成
することを基本とする。 

② 既存木の樹冠が込み合っている区間
の間引き、空き桝への補植を行う。 

③ 植栽間隔の不整合により緑量不足と
なっている区間は、既存木間に植栽
を追加し緑陰を確保する。 

④ 歩道幅員との不整合により緑量不足
の区間は、歩道幅員に応じた樹冠タ
イプの樹種へ変更する。 

⑤ 広幅員歩道や緑化協定による沿道民
有地の壁面後退により広い歩道空間
が確保できる場合は、車道側植栽と
中央植栽等による 2 列植栽を行う。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている樹木は、図 2.5.1 及び図
2.5.3（P81、P83）に沿って更新等を
実施する。 

② 景観が調和する場合は、環境に適合
したヤシ類・花木類を積極的に選定
し、リゾート感の向上を図る。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)が幅員 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ改
良を検討し、改良が困難な場合は草本
及び低木の植栽を検討する。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、張芝・草本・

低木植栽とし、性能規定型管理また
はボランティア連携による管理体制
を構築する。 

② 「1.5 沖縄らしい素材や花・低木の活
用」、「2.1(6)芝及び地被植物による雑
草抑制」に示す活用事例や植栽種を
参考に緑化材料を検討する。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10m 程度 

中型種 
8m 程度 
小型種 

4m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 

4m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：観光地と調和しイメージ向上を図る修景空間の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 
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【ゾーニング】自然地域-農村・田園 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 沿道の田園景観の主景観とした広間

隔の規則式植栽またはスポット的な
自然式植栽を基本とする。 

② 眺望を阻害している既存木は基本的
に撤去等することを検討する。 

③ 集落内においては、住宅地(都市地域)
と同様の対応とする。 

④ 隣接する既存木の樹冠が込み合って
いる区間は、間引きを検討する。 

⑤ 外カーブ区間は、視線誘導機能確保
を念頭に樹冠部類別の植栽間隔に応
じ、補植または間引きを行う。なお、
自然式植栽を踏まえた間引き等、地
域特性や既存木に応じて対応する。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている既存木は、図 2.5.2 及び
図 2.5.3（P82、P83）に沿った更新等
を実施する。 

② 植栽樹種は地域性を強調した在来樹
木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)幅員が 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ
改良を検討し、改良が困難な場合は
草本及び低木の植栽を検討する。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、性能規定型管

理またはボランティア連携による維
持管理体制を構築し、対応困難箇所
は防草対策を行う。 

② やむを得ない植樹帯・桝の撤去後は、
舗装修繕を行う。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 
※大・中型
種を交えた
自然式植栽
の場合使用
可 

大型種 
10〜20m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種※ 
- 

ヤシ大型種 
8〜16m 程度 
ヤシ小型種 

- 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
10 度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 

8m 程度 
ヤシ小型種 
4〜8m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
102 程度 
中型種 

816m 程度 
小型種 

4〜8m 程度 
ヤシ大型種 
86m 程度 

 
 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：田園景観を借景とした快適な走行景観の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 
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【ゾーニング】自然地域-山林 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 周辺の緑を主景観とし、法面や擁壁

等、景観阻害要因の緩和が必要な箇
所に限定した街路樹構成と基本とす
る。 

② 沿道が樹林で囲まれている区間につ
いては、山林景観との調和や地域住
民の愛着を勘案した上で、基本的に
は撤去等を検討する。 

③ 法面や擁壁等の景観阻害要因を緩和
している既存木は撤去しない。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている樹木は、図 2.5.2 及び図
2.5.3（P82、P83）に沿った更新等を
実施する。 

② 植栽樹種は地域性を強調した近隣樹
林に自生する在来樹木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)幅員が 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ
改良を検討し、改良が困難な場合は
草本及び低木の植栽を検討する。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、性能規定型管

理またはボランティア連携による維
持管理体制を構築し、対応困難箇所
は防草対策を行う。 

② やむを得ない植樹帯・桝の撤去後は、
舗装修繕を行う。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 
※大・中型
種を交えた
自然式植栽
の場合使用

可 

大型種 
10〜20m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種※ 
- 

ヤシ大型種 
8〜16m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 
816m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
816m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 
816m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：周辺の緑を取り込んだ自然的な道路景観の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 

 

 

 

 

 

 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 
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【ゾーニング】自然地域-海岸 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 海岸景観との調和を勘案し、眺望を

阻害していると判断した既存木は
基本的に撤去等することを検討す
る。撤去後は必要に応じて海浜性低
木類等による添景的な自然式植栽
への転換を図る。 

② 外カーブ区間は、視線誘導機能確保
を念頭に樹冠部類別の植栽間隔に
応じ、補植または間引きを行う。な
お、自然式植栽を踏まえた間引きや
セットバック植栽等、地域特性や既
存木に応じて検討する。 

③ 防風・防潮機能を要する区間につい
ては、海浜性樹種（高木及び低木）
の群植等を検討する。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩

道幅員に応じた樹種ではない等の
問題が生じている樹木は、上記の残
置既存木を対象に図 2.5.2 及び図
2.5.3（P82、P83）に沿った更新等
を実施する。 

② 植栽樹種は地域性を強調した耐潮
風性の高い在来樹木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確

保の上で植栽基盤拡幅による根系
伸長範囲を確保・根上がりを防止す
る。 

② 植樹桝(帯)幅員が 1.0m 未満につい
ては、根系が伸長できる良好な土壌
へ改良を検討し、改良が困難な場合
は草本及び低木の植栽が望ましい。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、性能規定型

管理またはボランティア連携によ
る維持管理体制を構築し、対応困難
箇所は防草対策を行う。 

② やむを得ない植樹帯・桝の撤去後
は、舗装修繕を行う。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 
※大・中型
種を交えた
自然式植栽
の場合使用

可 

大型種 
10〜20m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種※ 
- 

ヤシ大型種 
8〜16m 程度 
ヤシ小型種 

- 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 

8〜16m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
816m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 
816m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：海への眺望を引き立てる開放的な走行景観の創出（イメージ図） 
断面イメージ 平面イメージ 

  

 

 

 

 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 
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【ゾーニング】自然地域-景勝地 
基本的な考え方(各歩道幅員共通) 歩道幅員 分類 

 配植(植栽配置) 
① 景勝地の魅力を引き立てることを念

頭に、スポット的な重点緑化と、周辺
景観を阻害している既存木の撤去等
により沿道景観を整える。 

② 隣接する既存木の樹冠が込み合って
いる区間は、間引きを検討する。 

③ 外カーブ区間は、視線誘導機能確保
を念頭に樹冠部類別の植栽間隔に応
じ、補植または間引きを行う。なお、
自然式植栽を踏まえた間引き等、地
域特性や既存木に応じて検討する。 

 植栽木 
① 生育不良、形姿不良、根上がり、歩道

幅員に応じた樹種ではない等の問題
が生じている既存木は、図 2.5.2 及び
図 2.5.3（P82、P83）に沿った更新等
を実施する。 

② 植栽樹種は地域性を強調した在来樹
木を選択する。 

③ 高木は、成長段階に応じた剪定によ
る樹形管理を実施し、樹木本来の樹
形(自然樹形)に近づける。 

 植栽基盤 
① 狭隘な植樹桝(帯)は、歩道幅員を確保

の上で植栽基盤拡幅による根系伸長
範囲を確保・根上がりを防止する。 

② 植樹桝(帯)幅員が 1.0m 未満について
は、根系が伸長できる良好な土壌へ
改良を検討し、改良が困難な場合は
草本及び低木の植栽を検討する。 

 地表面 
① 植樹桝(帯)の裸地部は、張芝・草本・

低木植栽とし、性能規定型管理また
はボランティア連携による管理体制
を構築する。 

② 「1.5 沖縄らしい素材や花・低木の活
用」、「2.1(6)芝及び地被植物による雑
草抑制」に示す活用事例や植栽種を
参考に緑化材料を検討する。 

③ やむを得ない植樹帯・桝の撤去後は、
舗装修繕を行う。 

5.0m 以上 

樹冠分類 
植栽間隔 
※大・中型
種を交えた
自然式植栽
の場合使用

可 

大型種 
10〜20m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種※ 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 

8〜16m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 以上 
5.0m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
8〜16m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 

8〜16m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 

3.5m 未満 

樹冠分類 
植栽間隔 

大型種 
1020m 程度 

中型種 
816m 程度 

小型種 
4〜8m 程度 
ヤシ大型種 
816m 程度 
ヤシ小型種 
48m 程度 

種区分 在来樹木 
熱帯樹木 
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■計画目標：景勝地の魅力を引き立てるスポット的な走行景観の創出(イメージ図) 
断面イメージ 平面イメージ 

 

 

  

 

 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 

※上図の規則式植栽以外にもスポット的な自然式配植も取り入れる。 
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第 2 章 良好な沿道景観形成のための街路樹植栽・維持管理手法 

2.1 主要な植栽樹種 

(1)現状と課題 
現在、沖縄県の県管理道路は延長約 1,200km であり、高木本数は約 10 万本を有し

ている。2022 年の国土交通省の調べによると、沖縄県は道路延長あたりの高木本数
が日本一多く 1km あたり 31.2 本であり、全国平均の 5.2 本と比較すると、6 倍とな
っている（「我が国の街路樹Ⅸ」（国土技術政策総合研究所 令和 5 年））。また、人口
あたりの高木本数に関しても北海道に次いで全国二位となっている。しかしながら、
生育不良木の発生等により、緑量の多さが実感に結びついておらず、表 2.1.1 に挙げ
る街路樹の問題点への対応が課題となっている。 

表 2.1.1 街路樹の問題点 
①生育不良・形姿不良※ 
②根上がりによる縁石・ 

舗装の破損 
③狭い歩道幅員での植栽 
④交差点や進入路の見通し 
が悪い 

⑤自然景観の阻害 
⑥落葉・落果 
⑦病虫害 

※①の生育不良・形姿不良については、“不適切な剪定（P1※参照）”、“台風後の枝折れ
等の回復不良等”、“植樹桝の狭隘化”、“地表面の被覆化（張りコンクリート等）による樹
勢低下”、“周辺環境の変化による樹種の不適合”など、様々な要因が挙げられる。 
 
上記の問題点への対応については、街路樹について病虫害被害に対する不適切な剪

定（P1※参照）や、落葉・落果に対する伐採など、支障除去を第一とする管理がなさ
れてきている。しかし、街路樹が本来担っている大きな役割は、地域と住民とを繋ぐ
多様な空間機能を有していることであることから、その機能を存分に発揮できるよう
な持続的な管理のあり方について検討する必要がある。 

したがって、今後は、事後的な対応でなく、計画的な維持管理を目指す。そのため
には、道路規格や周辺の状況（歩道幅員、埋設物、占用物件、信号機、標識等）や気
象条件（台風、北風、土壌の理化学性、潮風の影響、日当たりの強弱等）と樹種の特
性を考慮しながら、維持管理や景観向上に関する要素も踏まえて樹種を選定する。 

② 
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(2)樹種選定の考え方 
まずは、対象となる植栽環境とそれを取り巻く制約に整合する樹種を選ぶことが重

要となる。重点管理路線については、それに加えて、地域の特性を活かした緑化や新
たな道路緑化デザイン（シンボル・ブランディングやウォーカブルなまちづくり等）
について検討する。 

次に樹種選定を検討する際の必要な要素を挙げる。なお、下記の樹種選定の要素を
踏まえた上で、地域住民等の要望も聞き取りし、樹種選定を行う（図 2.1.1）。 
【樹種選定の要素】 
① 道路規格及び周辺状況 ⇒歩道幅員、植栽地の種類（植樹桝、植樹帯、中央帯） 

及び幅員、埋設物、占用物件、信号機、標識等 

② 気候条件 ⇒台風、北風、潮風の影響、日当たりの強弱等 

③ 樹種の特性 ⇒植栽基盤の性質（物理的、化学的）※、樹木形状（樹冠タイプ）、
根系特性、装飾性（花・果実）、都市環境への適応性、萌芽力（剪定
に対する耐性）、病虫害、生産状況等 

※新規植栽や既存木が生育不良等である場所での更新の際は、植栽基盤調査（表 2.2.1 及び表
2.2.2（P62、P63））等により土壌条件を把握した上で樹種選定を行う。 

④ 植栽・維持管理 ⇒歩行者の安全、省力化とコスト削減、周辺住民（事業所）との 
関係等 

⑤ 景観・緑陰形成 ⇒緑の基本計画等の上位計画、緑陰、地域性、シンボル性、 
快適性等 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.1 樹種選定の要素と選定の考え方 

①道路規格及び周辺状況 
 

②気候条件 
 

④植栽・維持管理 
 

③樹種の特性 
 

⑤景観・緑陰形成 
 

樹種の選定 
 

専門家意見や地域住民等要望
の聞き取り 
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(3)沿道景観計画の目標達成に向けた観点からの樹種選定の検討 
樹種の選定にあたっては、沿道景観計画に基づいた短期的目標及び中・長期的目標

達成の観点から樹種選定の検討を進める（図 2.1.2）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.2 沿道景観計画における目標達成までの道すじ 
  

短期的目標︓「良好な沿道景観の形成」 
 
 
 
 
  
 

中・長期的目標︓「沖縄らしい世界水
準の観光地に相応しい良好な沿道景観
の形成」 

重点管理路線（最重点管理区域含む） 
 

一般管理路線（継続的な取組） 

･ゾーニング（「都市地域」及び「自然

地域」）ごとに沖縄の自然や歴史、伝

統や文化を感じさせ、観光地として花

や草花など華やかさも演出した緑化目

標像を定め、沖縄らしい世界水準の観

光地に相応しい沿道景観形成につなげ

ていく 

・シンボル・ブランディング、ウォー

カブルなまちづくり、地域特性を活か

した緑化、カーボンニュートラルへの

貢献など新たな道路緑化デザインを考

慮した検討を行う。 
 
 

①雑草の草丈が常に低い状態で管理され

ている。 

②街路樹に係る道路利用上の安全性が確

保されている。 

③街路樹は弱剪定による矯正型自然樹形

が基本形となっている。 

④草花等により華やかな景観が形成され

ている。 

⑤歩道幅員等の周辺環境を踏まえたバラ

ンスの良い植栽、剪定となっている。 

※有識者、地域の関係者、行政関係者等に
よる地域部会を開催する。 

短期的目標達成の道すじ 

中・長期的目標達成の道すじ 
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(4)植栽環境に配慮した樹種分類 
 既存の高木樹種については、これまでの植栽及びその後の管理や経過観察により絞
り込まれた結果であることから、基本的な植栽候補種は既存の樹種とする。しかし、
重点管理路線における景観向上を目的とした新たな樹種の導入については、樹種選定
の要素を前提とした上で、この限りではない。 
  
1)現状 
 沖縄県管理道路における既存の高木樹種数は 71 種である（表 2.1.2）。また、その
中の上位 10 種で約 70%の植栽本数を占めており、残りの 61 種で約 30%を占めてい
る（図 2.1.3）。 
 

表 2.1.2 沖縄県管理道路における既存の高木樹種 
在来樹木（32 種）※1 熱帯樹木※1,2（39 種） 

テリハボク、フクギ、リュウキュウマ
ツ、リュウキュウコクタン、ガジュマ
ル、ホルトノキ、アカギ、イスノキ、
コバテイシ、ビロウ、ヒカンザクラ、
ヤエヤマヤシ、オキナワキョウチクト
ウ、イヌマキ、モンパノキ、サキシマ
ハマボウ、クロヨナ、クスノキ、アカ
テツ、オオハマボウ、ハスノハギリ、
ナギ、ヤマモモ、アダン、ヤブツバキ、
シマトネリコ、センダン、アコウ、サ
ガリバナ、タブノキ、ヒラミレモン、
サンゴジュ 

マニラヤシ、ホウオウボク、タコノキ、トッ
クリヤシモドキ、フィカスハワイ、ソウシ
ジュ、オオバアカテツ、デイゴ、インドキワ
タ、ベンガルボダイジュ、タイワンフウ、モ
クセンナ、コバノコバテイシ、オオバナサ
ルスベリ、タイワンモクゲンジ、コガネノ
ウゼン、ソシンカ、アレカヤシ、サルスベ
リ、ナンヨウスギ、オガサワラタコノキ、ブ
ラシノキ、トックリキワタ、マキバブラシ
ノキ、モクマオウ、コバノナンヨウスギ、キ
ダチベニノウゼン、ピンクテコマ、インド
ゴムノキ、ミツヤヤシ、カユプテ、トックリ
ヤシ、インドボダイジュ、カエンボク、イン
ドソケイ、ナツメヤシ、ナンキンハゼ、ユス
ラヤシ、シンノウヤシ 

※1 樹種の並びは植栽本数が多い順序とした。 
※2 熱帯樹木は、熱帯性やリゾート感を演出する植物種とした。都市地域の沿道景

観形成において、華やかさの演出に寄与する種として位置づけている。 
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図 2.1.3 沖縄県管理道路における既存植栽本数の内訳(上位 10 種及びその他樹種) 

 
2)課題 
①街路樹としての適性 
 これまでの維持管理や街路樹調査等により問題を確認している樹種を表 2.1.3 に示
す。コバノナンヨウスギは、シロアリ被害による倒木リスクが高く、樹高が街路環境
に適していないことから植栽樹種として対象外とする（原産地だと樹高が 70m に達
するといわれている。）。生態系被害防止外来種リスト記載種である、ソウシジュ、モ
クマオウ、カエンボク、カユプテ、ナンキンハゼ、については、生物多様性保全の観
点から植栽樹種として対象外とする。有毒な果実を結実するオキナワキョウチクトウ
は歩行者の安全管理上、対象外とする。また、「沖縄県道路緑化基本計画」(沖縄県 平
成 23 年)において、植栽候補から削除されている、ナツメヤシ（害虫被害多い）、イ
ンドゴムノキ・ベンガルボタイジュ（強風で樹形が崩れやすい）においても対象外と
する。その他の問題が確認されている樹種については、ゾーニング（沿道タイプ）や
道路規格（歩道幅員）等に応じて適・不適を判断する。 
 
②植栽環境に配慮した樹種選定 
 植栽環境を考慮した樹種選定を行うことで、効率的な維持管理に繋がる。樹冠の大
きさや耐潮風性により樹種の区分を行い、『適地適木』に留意した樹種選定とする。 

  

テリハボク, 

14,006

フクギ, 13,063

リュウキュウマツ, 

11,629

リュウキュウコク

タン, 7,675ガジュマル, 4,369

ホルトノキ, 4,157

アカギ, 3,853

マニラヤシ, 3,709

イスノキ, 2,898

ホウオウボ

ク, 2,626

その他, 26211
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表 2.1.3 これまでに問題が確認されている樹種一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 H23：沖縄県道路緑化基本計画(沖縄県 平成 23 年) 
※2 侵略的外来種：生態系被害防止外来種リスト記載種 
※3 赤破線で囲まれた樹種は、植栽樹種として対象外とすることを示す。その他の樹

種については、備考に記載している問題を留意しつつ、表 2.1.5（P54）の樹種分
類に沿った選定を行う。 

 
  

№ 樹種 既設
H23※1

推奨
H23※1

削除
植栽本数 備考

1 オキナワキョウチクトウ ● ● 1,127 有毒
2 ベンガルボダイジュ ● ✕ 596 強風で樹形が崩れやすい
3 インドゴムノキ ● ✕ 124 強風で樹形が崩れやすい
4 ソウシジュ ● ● 1,092 侵略的外来種※2
5 モクマオウ ● ✕ 172 侵略的外来種、樹形が崩れやすい
6 コバノナンヨウスギ ● ✕ 168 病虫害（シロアリ）、枝が折れやすい
7 カエンボク ● 76 侵略的外来種※2
8 カユプテ ● 12 侵略的外来種※2
9 ナンキンハゼ ● ● 9 侵略的外来種※2

10 デイゴ ● ● 815
倒木リスクが高い、病虫害(デイゴヒメコバチ、
フザリウム属菌)、根上がり発生

11 アカギ ● ● 3,853 大径木、根上がり発生、アカギヒメヨコバイの虫害

12 ホウオウボク ● ● 2,626 倒木リスクが高い、ホウオウボククチバの虫害
13 リュウキュウマツ ● ● 11,629 病虫害
14 ガジュマル ● ● 4,369 大径木
15 テリハボク ● ● 14,006 胴吹きが多い、落果が多い
16 フクギ ● ● 13,063 落果が多い、果実から異臭
17 ホルトノキ ● ● 4,157 根上がり発生、落葉が多い
18 コバテイシ ● ● 2,445 落葉、落果が多い、樹冠が広い
19 タコノキ ● ● 1,726 根元が幅広い
20 ヒカンザクラ ● ● 1,696 風衝に弱い
21 フィカスハワイ ● ● 1,122 大径木、根が伸長し構造物に影響
22 インドキワタ ● ● 747 大径木
23 タイワンフウ ● ● 488 胴吹きが多い
24 クロヨナ ● ● 323 大径木
25 オオハマボウ ● ● 241 樹形が乱れる、根が伸長し構造物に影響
26 ハスノハギリ ● ● 218 大径木
27 トックリキワタ ● ● 188 大径木、根上がり発生、綿が飛散
28 サンゴジュ ● ● 8 サンゴジュハムシの虫害

※3 
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3)植栽樹種の分類 
 既存の植栽樹種からこれまでに問題が確認されている樹種の一部を除外し、樹冠の
大きさ、在来樹木・熱帯樹木、耐潮風性での分類を表 2.1.5 及び表 2.1.6 に示す。 

これらの分類群を、ゾーニング（沿道タイプ）及び道路規格（歩道幅員）に応じて
振り分けることで、類型化したスタンダードに適した樹種候補を挙げられると考える。
なお、樹冠分類は、「沖縄県道路緑化基本計画」（沖縄県 平成 23 年）の分類を基本と
し、ヤシについてはヤシ大型種とヤシ小型種に分類した（表 2.1.4）。 

表 2.1.4 樹冠分類と樹冠幅の目安（表 1.2.1 参考（P22）） 
用途タイプ 樹冠分類 樹冠幅等 

緑陰形成 大型種 概ね 8〜10ｍ程度 
中型種 概ね 5〜8ｍ程度 

景観形成 
小型種 概ね 3〜4ｍ程度 
ヤシ大型種 樹高 4m 以上あるいは幹直径が大きい 
ヤシ小型種 樹高が概ね 2〜4ｍ程度 

出典：「沖縄県道路緑化基本計画」（沖縄県土木建築部 平成 23 年）に一部加筆 
表 2.1.5 樹冠等に応じた主な樹種分類（大型種） 

樹冠 
分類 種区分 耐潮 

風性 分類 樹形※1 樹種 

大型種 

在来 
樹木 

弱 ① 大 型 -
在来-弱 傘状形(0.8~1.2) 

アカギ※2 
ガジュマル※2 
クスノキ 
センダン 

強 ② 大 型 -
在来-強 

傘状形(0.8~1.2) 

アコウ※2 
コバテイシ※2 
テリハボク 
ハスノハギリ 
リュウキュウマツ 

玉形(0.5~0.7) クロヨナ 

熱帯 
樹木 弱 ③ 大 型 -

熱帯-弱 

傘状形(0.8~1.2) 
インドボダイジュ※2 
タイワンモクゲンジ※3 
ビルマネム 
ホウオウボク 

玉形(0.5~0.7) 
デイゴ※2 
トックリキワタ 
フィカスハワイ 

円錐形(0.3~0.7) インドキワタ 
※1 樹形ごとの枝張り(樹冠幅)／樹高比(W/H 比)を示す。 
※2 当該樹種については、大型種の中でも特に樹冠や根系の広がりが大きいことから、緑地

等の植栽基盤に余裕のある場所において植栽されることが適切である。 
※3 タイワンモクゲンジは「緑の回廊形成ガイドライン」（沖縄県 令和 2 年）において非推

奨種リストに記載されている。「生物多様性の保全上重要な地域に侵入するおそれのある
場所での利用は、可能な限り避けることが望ましい。」とされていることから、都市地域
のみでの使用とし、自然地域での使用は避ける。   


